
僅, 利用者数の推移

表1 (毎月末日時点)

月 (平成ク3 年) 8 月 9 月 篭0 月 1 1 月 乍2 月

利用者敷く人) O 1 2 3 5

新規利用者数 (人) O 1 1 2 2

利用中止 (人) 0 O 僅 0 乍

月 (平成 2 4 年) 也月 2 月 3 月

利用者数 (人) 4 2 2

新規利用者数 (人) 1 O O

利用中止 (人) 僅 2 ′ 2

利用中止の理由は、

･2 4 時間地域巡回型訪問サービス ･モデル事業終了に伴い利用中止 僅名

･施設入所により利用中止 1名

2 . ご利用目的

本人の意思や料金面から施設への入所が困難な方が主な対象者となっております。

表 2 (8 月 1 日 ~ 12 月 1 日迄)

目的 件敷 く〆霜山筈)

できる限り、 自宅で過ごしたい。
2

従来の訪問介護だけでは足りない。 2

夜間のリ ビスが無く不安 1

隅室管理 (夜間) 1

介護力不足 (介護者が不足) 2

独居 1

℃メ霜山筈)



3 . 介護度別利用者数

介護度と疾患は以下のようになっております。
表 3 利用者状況一覧

名前

利 用 者

A

利 用 者

B

年齢 介護度

要介護3

要介護3

主な理由

転倒による全身打撲

筋力低下による歩行不安

認知症

独居

長男夫婦

孫夫婦と同居

3 月 3屯臼

利用中止

争0 月 3 1 日

利用中止

利 用 者

C

要介護5 認知症

両下肢の筋力低下

障害者

利用中止

利 用 者

D

要介護乍 脳腫蝮による麻痺 要介護 3 の 9 7 歳母と 2

人覆らし 利用中止

利 用 者 要介護3 膝痛 (立ち上がり困難) 要介護 T の忌チと2 人響

らし

1 月 18 日

利用中止

利 用 者

F

要介護3 認知症

寝たきり

独居 1 2 月 2 2 日

利用中止

利 用 者

G

要介護3 パーキンソン病 3 ｣

利用中止



4 . 2 4 時間対応サービス件数

随時刻癒型サービスは、利用者毎に全く利用されない方と顔国に利用する方とのばらつ

きが多くなっております。

月別件数
表4 随時対応月別件数

月 (平成 2 3 年) 8 月 9 月 1 0 月 協1 月 1 2 月

電話件数 (回) O T 1 3 1 3

出動件数 (回) ○ 年 1 僅 8

実対象者 0 1 1 僅 3

巡回サービス中にヘルパーが転倒に気づき

看護師の対応を要請

月 (平成 2 4 年) 1月 2 月 3 月

電話件数 (回) 乍8 5 9 8 3

出動件数〔国) 鴦5 5 1 7 2

実対象者 3 2 倦

時間帯別件数 ○ 内は随時対応無し、、電話対応のみの数

時間帯別で見ると特に、 2 :0 0、 2 0 : 0 0、 2 2 : 0 0 に多くありました。 排泄したい

が動けない、 あるいは、 ポータブルトイレに移乗したものの、 そこから動くことができ

ないという訴えが多く、 薬の飲み忘れも多くなっております。

0 :。0 ても00 2 :。0 3 : 0 0 4 :0 0 6 ;。。 6 : 0 0 7 :。O B ,。0 9 :。0

2 4 6 4 (3 ) 1 2 4 G ) 3 〔D G )

;0 0 ても00 2 :。0 3 : 0。

4 6 4 (3 )

to :0 0 也乍 : o o 乍2 ;0 0 1 3 :。0

1 5 2 2

to :0 0 也乍 : o o 乍2 ;0 0 1 3 :。0 1 4 : 0 0 鴦5 : 0 0 争6 :。○ 乍7 ; 0 0 僅8 :0 0 1 9 : 0 0

4 3 2 2

2 3 : 0 02 0 5 0 0 2 2 : 0 O2乍き0 0

　 9 G ) 3 〔4 )



5 . 利用者別事例

ご利用者様 合計コール数 随時対応

A 様 0 回 0 回

体調の変化等なく、 随時対応は有りませんでした。

B 様

呂6 一 M興豊U、U

僅0 月 3 1 日、 ショートステイ利用の為、 ご利用中止

ご利用者様 合計コール数 随時対応

C 様

2 月 2 7 日、 施設入所の為ご利用中止

ご利用者様 合計コール酸 随時冠廊

D 様

2 月に入院され利用中止、 その後他界された。

ご利用者様 合計コール数 随時麹応

E 様

自立に成功 し、 利用中止となる。

ご利用者様 合計コール数 随時対応

F 様

病院受診後長期入院のため利用中止。 その後他界される。

ご利用者様 合計コール数 随時対応

G 様 8 3 回 了2 回

パーキンソン病こより服薬が切れると身体が動かなくなり、 随時メyi愈型の呼び出しが頻回

にありました。 憲子さん家族が同居されていましたが転居され、 ご本人様、 精神的に不安

定な様子が見られました。



6 . お問合せいただいているが、 提供開始に至つていないケース

入院中にて保留となっているケースも 3 ケースあり今後の利用が見込まれます。

表6 事前説明終了ケース

名前 年齢 介護度 居宅事業所 詳細 対応内容 介護原因

′ ′ ^ -′‐ Y V(、)′、′ ′̂ く

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　 　　　

利用者 要介護3 小規模多機能ホ 息子さんとの2人暮らし。 ケアマネ判断 認知症

y ームほがら家 毎日ほがら家デイ利用して 家族対応可能

いる。週末はショート利用し との判断にて

ているが費用面が問題。 中止

平日の夜中うろうろしたり、

被害妄想有。日中は息子仕事

の為夜の介護負担が大きい。

利用者 県民せいきょう 独居。現在小規模多機能利用 入院中の為保 認知症

W きらめき小規模 中だが、朝の迎えの時間が 留

多機能 1 0時のためモーニングケア

の依頼

利用者 歳 要介護3 居宅かいごしえ 3月乍曰までほっとのショー 限度額が力、な .
くも膜下出血

ん府中 ト利用。ご自宅に戻られた際 りオーバーし

に、提供の間隔が長く、矢禁 ており保留

等見られる。

しくらケアブラ 氷症状で入退院を繰り返し＼＼検討中

･ ンステーション t ている。･



7 . スタッフの状況

2 4 時間対応巡回サービス研究事業の実施に向けて

専従スタッフを3 名新規採用 ･1 名事業所移動

訪問介護スデーシコンより 2 名兼務

オペレーターと看護師は兼務にて対応

表7 2 4 時間巡回型訪問介護ステーション スタッフ一覧

スタッフ 性別 役割 資格 勤務形態

○ 兼務先

野呂田 恭平 男性 訪問介護費 介護福祉士 寵凱専従

徳橋 -芋鉾 女性 訪問介護員 ホームヘルパー2 級 流動嵜伐

永田 美穂 女性 訪問介護員 ホームヘルパー2 級 吊裂り等▼徒

三田村 由美子 女性 訪問介護費 7 l□笈 "① -▲ ふ 丼攝勁ハト効

(ヘルパー)

宮本 周子 女性 訪問介護費 介護福祉土 市劃り罧幼

(ヘルパー ･主任)

中北 仲由美 女性 オペレータ 丁輻鞏文援専 n 只 業務(通航角己製〉

3 交代制シフト

※オペレーター業務は、昼間 ;介護支援専門員とヘルパー歴 3 年以上のスタッフが兼務、

夜間 :常駐する訪問介護員が対応する。
表 8 提供の捗り

斜輻泰 l濃ゐ ゞ

とジ盤"

Lri-"◆
評議 i

国爛れC l 掻、 擬 I
=-用ねり 滕

･

鷲 I
㈱様 華潟、1 ぎ 朗野

¥震穹

3交代4シフト剥く現場スタッフ4名体制)



8 . 成果

服薬管理

先月同様に、 薬の飲み忘れに対して看護師及び日中帯のサービスと連携を図り、 少

し穿つ時間をすらして飲んで頂くなとして、 服薬の管理を行なっております。

一日複数回サービス提供が行なわれることで、 薬の飲み忘れが長時間に渡って放置

されることがなくなったことは、 このご利用者様が安心して在宅での生活を遇して

いただくのには、 必要不可欠な要素と思われます。

随時対応

バーキンソンの病を持つご利用者様で、 随時対応が多くなっておりますが、 訪問し

た際に床に倒れており、 手が身体の下になって圧迫された状態になっていることが

数回あり、 手が赤黒く色を帯びて、 痺れた状態になっている事が有りました。 看護

師、 PT と連携を図り経過の観察を行ないましたが、 その後赤みは引いております。

他、 ベッドの端から穿り落ちそうになって動けなくなっていたり、 ポータブルトイ

レに移乗した後に動けなくなり、 パンツをおろしたままで動けなくなっている等が

有りました。 随時のサービス提供で対応しています。

定期巡回

1 名のご利用者様に対して、 1 日 3 回の定期巡回訪問サービスを行なっております

が、 パーキンソン病を持つご利用者様宅の訪問特に、 台所で動けなくなり叫んでお

られるのを発見し、 ベッドへ移乗して頂いております。 家事はしない様にと主治医

から言われているそうですが、 毎朝、 洗濯や食事作りをご自分で行なわれており、

ガス、 ストーブ等の火気確認も定期巡回で行っております。 ガスコンロの火が付け

っ放しだったこと、 ガスだけが出ていた事などがありました。 このため、 定期巡回

の時間は、 服薬の確認とともに、 居室以外の場所で倒れてる等のリスクを考慮した

時間帯の配分になっております。



9 . 現状の課題

提供時間の超過

24 時間地域巡回型訪問サービスの 1 回の提供時間は 2 0 分ですが、提供時間内に

提供が終わらない事が多いご利用者様もおられます。 こういう場合
＼

提供内容自体

に無理があるとして見直しを考えるのが普通ですが、 この御利用者様の場合、 少な

くとも 2 時間に乍 回、 起きてポータブル ･トイレに行かれていること、 1 回トイレ

に移乗をすると、 時間を置いて 3 回排尿があり、 かなり最も多く、 時間がかかりま

す。パーキンソン病があるため、動けたと思って壱次の瞬間こは動けなくなったり、

震えが止まらなくなったりで、 トイレに座らせたままで提供を終えるわけにもいか

す、 3 回の排尿が終わるのを待っているのが現状です。

他のご利用者様が2 0 分間の提供で、このご利用者様だけ 4 0 分も 5 0 分もサービ

スを使えるのは公平とはいえ穿、 しかし、 オーバーした分を全て随時対応で取ると

いうのも金額的に負担が大きく、 なるべく提供時間内に終わる様にお声かけをして

いる状態です。

ご利用者様の依存度の高まり

｢コールを鳴らせば来てくれる｣ というのは、 ご利用者様にとって安心につなが

りますが、 オペレーション機能が上手く働かない場合、 2 4 時間の随時対応に対する

ご利用者様の依存度合を高めてしまう結果につながります。 実際に、 随時の呼び出

しがあった場合、 万が一のことを考えると ｢行かない｣ という選択をする方が難し

く、 訪問して安全を確認したほうが、 何度もかかってくる随時の電話に対応する時

間を考えても、 気持ちの面でも随分と楽になります。 しかし、 これをしていると御

利用者様の依存度合が高まり、本サービス利用前にはご自分で何とかしていたよう

な問題までも、 本サービスの随時対応で賄おうとされることも起こってきています。

本サービスを導入するにあたり、 依存度会が高くなるだろうと予想されていたご

利用者様の為、 提供を行う介助スタッフ間で、 サービス提供範囲の確認を繰り返し

行い、 スタッフの中できちんと提供内容の線引きは出来ていたにもかかわら穿、 随

時対応の件数も、 提供時間の超過も起こってきています。 依存度いかんにかかわら

癆、 サービス提供-こ対する定義を明確にし、 コールの内容を整理し、 その重要度分

類や危険度分類を行った上において、 電話対応 訪 問対応をする等、明確な定義づ

けが必要かと思います。 故に、 下記の表記でいかがでしょうか :サービスの特性や

随時苅応の対象となる利用者の定義づけ･ さらにはサービスを提供する上における

ニーズ整理に立脚した、 説明と同意が明確になされる必要があると考えます。 つま

り、 ｢本事業におけるサービスにおいて、 どのような事業限界点があり、 そのレベル



を超えたとき、 在宅限界値を超えたと判断する｣ という事を、 ケースごとにアセス

メントし、 ケアマネジャーとオペレータ、 管理者間で、 しつかりと事前 ･定期カン

ファレンスにて、 議論する必要があると考えます。 同時に、 提供する上において発

生したコールの内容や、 その特に対応した内容を分析し、 その重要度分類や危険度

分類を行った上において、 電話対応 ･訪問対応をする等、 明確な定義づけが必要か

と思います。

あくまで御利用者様の自立の度合いを高める為の支援を行うという観点から考え

ると、

乍○. 本モデル事業での困難ケース

定期巡回中の随時対応呼びだし

3 月のご利用者様 2 名のうち、 1 名は武生市の南区、 もう 1 名は旧今立町となってお

り、 サービス提供中に随時対応型の呼び出しが有つた場合、 3 0 分以内に駆けつけること

が困難なケースがありました。 電話の内容からご利用者様の状態を把握した上で、 緊急

性があるのかf憂先順位を判断することになりますが、 ご利用者様の状態によっては、 電

話口でまともに受け答えが出来ない事もあり、 判断が難しいことがありました。 日頃か

ら他け一ビスとご利用者様の情報を共有し、 体調の変化や家庭内の状況の変化等を把握

して、 ご利用者様の状況をイメージしやすくしておくことが必要だと思いました。

1 1. まとめ

今後、 地域包括ケアを考えたとき、 本事業は重要であり、 要介護者の在宅限界値

を高める上においても有効なサービスであることを、 手ごたえとして感じました。

一方、 北陸や福井県の地域特性を考えたとき、 本制度の制度骨格を地域特性に応

じ、 さらにモディファイする必要性を強く感じていますo 地域の背景因子と地域包

括ケアの仕組みの在り方には、 密接な関係があり、 今後、 地域密着型サービスを考

えたときに、 その地域の背景因子に配慮した仕組みの構築が必要と考えます。

そもそも本サービスの根拠となった地域包括ケア研究会からなされた、 地域包括

ケア圏域の定義は、おおむね 30 分で駆け付けられる範囲とされていますが、この想

定されている移動方法は基本的に徒歩です。 この北陸地域の地理的特性、 また、 冬

期間積雪、 降雪など気象条件も本サービスには大きく影響し、 同時に、 人口規模や

高齢化率というマーケットそのものを考えたとき、 中央で定義されたサ} ビスモデ

ルをそのまま持ち込むことで、 精度の高いサービスとして安定供給できるものには

ならないと考えます。 そして、 特家率が多く、 同居世帯の割合が他の地域に比べ、

多い地域である特性にも加味する必要があると考えます。 2 4 時間 ･3 6 5 日在宅で

のケアを支えることの重要性や価値観を共有できる担い手の確保、 教育啓発も強力

に推進する必要があると考えます。そしてサービスニーズや提供範囲、利用者の存



在密度等考えたとき、 本サービスが定着する上においては、 行政の継続的な介入の

もと、さらにモデル事業を重ねて実行し、適正な制度の在り方を検証するととも-こ･

地域に根付かせる必要があると奪えます

ご利用者様 .が家族からのど鷲見

ご意見

テのサービスが無くなったら、 どうすればいいんやる。 G 様

★斧=朝刊弐行きたくない。 (サービス終了に伴う不安を口にされる) G 様




